
１－１

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見

を求められた令和５年２月定例府議会に提出予定の次の議案については、異議

がないものと決定する。 

令和５年２月 15 日 

大阪府教育委員会       

〇予算案 

 １ 令和５年度大阪府一般会計予算の件（教育委員会関係分） 

 ２ 令和４年度大阪府一般会計補正予算（第 10 号）の件（教育委員会関係分） 

 ３ 令和４年度大阪府一般会計補正予算（第 11 号）の件（教育委員会関係分） 

〇事件議決案 

 １ 府立学校の職員の給与の過誤払金返還請求に関する訴えの提起の件 

 ２ 指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設） 

 ３ 大阪府教育振興基本計画を定める件 

〇条例案 

１ 職員の管理職手当の特例に関する条例一部改正の件 

２ 知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例一部改正の件 

３ 大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件 

４ 大阪府立学校条例一部改正の件 

５ 大阪府立臨海スポーツセンター条例一部改正の件 

６ 大阪府立少年自然の家条例一部改正の件 

７ 府費負担教職員定数条例一部改正の件 

８ 大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例及び大阪府立博物館条例一部改正の件 



１－２

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

   第 29 条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を

経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見を

きかなければならない。 



第２次教育振興基本計画項目 予算額（千円） 備考

① 316,080

② 347,039

③ 78,084

④ 2,902,276

⑤ 一部新 207,644 １－４ページ 主要事業１

⑥ 26,161

⑦ 193,773

⑧ 47,303

⑨ 130,176

⑩ 37,868

⑪ 新規 25,923 １－５ページ 主要事業２

⑫ 新規 99,329 １－６ページ 主要事業３

⑬ 新規 152,207 １－７ページ 主要事業４

① 146,672 １－７ページ 主要事業４

② 31,044

③ 71,288

④ 455,655 １－７ページ 主要事業４

⑤ 74,632 １－７ページ 主要事業４

⑥ 24,233

⑦ 拡充 26,329 １－７ページ 主要事業４

⑧ 18,255

⑨ 866,601

⑩ 拡充 84,007 １－８ページ 主要事業５

① 27,996

② 一部新 140,615 １－８ページ 主要事業５

① 58,084

632,619

① 21,401

② 49,539

③ 236,997

④ 1,341,925

224,622

① 39,613,998

② 一部新 3,944,601 １－９ページ 主要事業６

③ 63,034

④ 496,738

⑤ 1,200,047

⑥ 811,133

⑦ 901,084

⑧ 4,538,482

⑨ 1,573,185

⑩ 1,056,062

⑪ 411,002

⑫ 598,636

⑬ 新規 432,500

① 37,456,119

② 15,582,180

③ 9,092,739

④ 9,468,250

⑤ 3,067,995

⑥ 5,297,672

主な事業

【基本方針１】確かな学力の定着と学びの深化

小学生新学力テスト事業費

中学生学びチャレンジ事業費

市町村立学校スマートスクール推進事業費

府立学校スマートスクール推進事業費

英語教育推進事業費

グローバルリーダーズハイスクール支援事業費

府立高等学校再編整備事業費

知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費

【基本方針２】豊かな心と健やかな体の育成

いじめ・虐待等対応支援体制構築事業費

課題を抱える生徒フォローアップ事業費

ヤングケアラー支援体制強化事業費

スクールカウンセラー配置事業費

地域クラブ活動体制整備等事業費

障がいのある生徒の高校生活支援事業費

小中学校における日本語指導推進事業費

多様な教育実践校整備事業費

府立学校入学者選抜・採点業務デジタル化事業費

不登校対策等支援推進事業費

スクールソーシャルワーカー配置事業費

教育総合相談事業費

ＳＮＳ活用相談体制整備事業費

競技力向上対策事業費補助金

学校給食実施費

【基本方針３】 将来をみすえた自主性・自立性の育成
教育庁ハートフルオフィス推進事業費

部活動指導員等配置事業費

【基本方針４】多様な主体との協働
教育コミュニティづくり推進事業費

※【基本方針２】の②～⑤の事業も【基本方針４】に該当（再掲）

【基本方針５】 力と熱意を備えた教員と学校組織づくり

教職員採用選考費

教職員資質向上方策推進事業費

校長マネジメントの強化（学校経営推進事業費・校長マネジメント推進事業費）

府立学校教育ICT化推進事業費

※【基本方針２】の⑩、【基本方針３】の②の事業も【基本方針５】に該当（再掲）

【基本方針６】 学びを支える環境整備

就学支援金関連事業費

知的障がい支援学校新校整備事業費

市町村医療的ケア等実施体制サポート事業費

医療的ケア通学支援事業費

府立学校老朽化対策費

府立学校施設・設備改修費

府立学校施設設備緊急改修事業費

府立学校施設長寿命化整備事業費

府立学校体育館空気調節設備整備費

【基本方針７】 私立学校の振興

私立高等学校等振興助成費

私立高等学校等生徒授業料支援補助金(事務費等除く)

私立幼稚園振興助成費

施設型給付費等負担金

子育て支援施設等利用給付費負担金

私立専門学校授業料等減免事業費

高等学校教育環境改善事業費

スクールサポートスタッフ及び学習支援員配置事業費

大阪府育英会助成費

学習環境改善事業費（府立学校トイレ改修）

令和５年度 教育庁予算（案）の主な事業

５，４４４億５，０００万円

５，５４４億９，４７０万９千円

５，４６６億４，８２１万４千円

98.2%

一般会計

令和５年度当初予算額

令和４年度当初予算額

令和４年度最終予算額

前年比　R5当初／R4当初
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英語教育推進事業費≪一部新規≫ 
知事重点事業 

事業目的 
2025 年 大阪 関西万博 契機  一層     化 見込   大阪    
児童 生徒 自信 持                    英語運用能力（ 生  英語
力） 身  世界 羽   高 英語力 備       人材 育成  

当初予算額   207,644千円 

事業内容 
（１）英語学習         開発（85,158 千円）  新規 
児童 生徒 興味 関心 習熟度 応  英語学習 機会 提供    府内公立小
中学校    43 校 高校 50 校    校 AI    自動採点機能等 搭載  英語
学習    導入      各      効果検証 行  上 
大阪府 児童 生徒 状況 課題 応  英語学習   
開発 実施  

（２）外部人材（     講師） 活用（110,372千円）  拡充 
府立高校 授業等    講師  英語             機会 充実 

全日制 課程 週５日 定時制 課程 週１日 講師 配置  

（３）  他 取組 （12,114 千円） 
国内英語研修 講師 英語             実践  

海外高校生 課
題             等 行 国際会議 実施 

海外英語研修 高校生 海外留学 促進    留学費用 一部 支援 
英語教員研修 教員 指導力 英語力 向上 目的   悉皆研修 各学校 課

題 応  選択受講  研修 実施

主要事業 １ 
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多様な教育実践校 整備事業費≪新規≫ 
知事重点事業 

事業目的 
少人数学級 実現 充実  体験型学習  従来 手法 捉    教育活動 中 特定 学 
活動 得意 生徒 不得意 生徒 自分    発揮   生徒  多様 子     意欲的
自分   学 社会 自立  力 身  学校 設置（令和6年度改編） 向 令
和５年度  一部 教育内容等 先行実施  

当初予算額   25,923 千円 

対象校 府立西成高等学校 及  府立岬高等学校 

事業内容 （学校    ）

主要事業 ２ 

○地域連携室 設置 
専任教職員等 常駐  地域連携室 校
内 設置 多様 地域資源（NPO 行
政等） 効果的 活用  教育活動 生
徒支援 充実 向  連携 
実現 
専任教員 配置 新規 
教職員 地域連携        等  
連携調整 等 実施 
地域連携        常駐 新規 
地域資源 新規開拓 地域 協働  
学習      検討 学校 魅力発信 
等 実施 

○SC常駐化       専門人材 充実 
専門人材   助言    生
徒 個性 特性 応  支援 実現 

常駐化 新規 
生徒 保護者   個別相談対応 適切

教員 助言等 行   
心理面      

充実 拡充 
福祉       接続 含 多様 
社会資源      生徒等 環境面 

教育        充実 拡充 
生徒 個性 応  職業観 醸成 
面接指導等  就労 進学等 
面

○生徒 支 居場所
学校生活等  悩 
気軽 相談   居場所 

行 生徒 課題 
早期 発見 支援   
体制 構築

○地域資源 活用 体験型学習 実施
他者  関   通  自己理解 促進 
社会参加     実践的      

獲得 向 地域資源 
活用  体験型学習 実施 

○新 入学者選抜 導入等 伴 制度周知
新  入学者選抜制度 当該校      等 周知徹底 

新規 拡充 新 規 

拡 充 



1-6

府立学校入学者選抜・採点業務デジタル化事業費≪新規≫ 
【知事重点事業】 

【事業目的】 
 社会全体の ICT 化 進展  中 府立学校 入学者選抜         出願 導入 
志願者等の利便性の向上を図るとともに、教職員 負担 軽減 在校生  指導等 充  
時間を確保することにより 教育環境 充実 図    選抜事務作業 定期考査    
採点業務等のデジタル化を推進する。 

【当初予算額   99,329 千円  

【事業内容】
○    採点 
定期考査・入学者選抜における採点業務に係り、生徒の答案をスキャンし、パソコン上で設問
ごとに一覧表示された解答の採点機能や、複数人での共同採点機能、採点結果の自動集計
機能等 備       導入  業務効率化 採点精度 向上 図      業務負担 軽
減を図る。定期考査においては、令和５年度  府立学校 導入 入学者選抜     
令和５年度に府立中学校、令和 6年度 府立高等学校 府立高等支援学校等    導
入する。 

紙での解答 ②答案     化 採点 

○オンライン出願 
府立中学校及 府立高等学校入学者選抜等 適          出願     導入
し、入学者選抜に係る利便性の向上、事務の効率化を図る。令和５年度中 府立中学校選
抜    導入  令和６年度 対象範囲 府立高等学校 府立支援学校 拡大   

                ②具申 

出願入力（   送信）

受験票 発行 

合格発表（     通知）

主要事業 ３ 

志願者 

中学校等 

府立高校等 

③審査 

出願    
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いじめを含む様々な不安や悩みをもつ子どもに対する支援の充実≪一部新規≫

事業目的 
児童生徒     暴力行為等 問題行動 不登校  対応 予防 向 

等  専門人材等 配置       ＳＮＳ 活用  相談 拡充 子   
相談    環境 整 子   対  支援 充実 図 

当初予算額 855,495 千円（5事業合計）

事業内容 

新規 不登校対策等支援推進事業費 152,207 千円  知事重点事業 
不登校等児童生徒  支援 核   場所   校内教育支援    設置 
ＩＣＴ 活用  個別 学習支援  幅広 支援 実施  

拡充 SNS活用相談体制整備事業費  26,329 千円  知事重点事業 
 教育     実施    SNS  活用  相談 週１日  週５日 拡充 

虐待等対応支援体制構築事業費 146,672 千円 
学校        児童虐待等  対応及 未然防止 向  市町村 支援体制 構築  

配置事業費       455,655 千円  知事重点事業 
全中学校区 配置 学校教育相談体制 一層 充実    

配置事業費    74,632 千円 
 学校 福祉 繋 専門家                 各中学校区 配置    市町村 補助 行 

大阪府教育庁の支援

不登校等の課題の大きい学校に対する
人材配置による直接の支援 

●校内教育支援員（教員 OB 等）を配置し、校
内の居場所となる校内教育支援ルームにおい
て、登校が厳しい児童生徒への個別学習・相
談支援を実施 
●児童生徒個々の状況や学習状況について、学
級担任や教科担任をはじめとする関係教職員
との情報共有や助言

市町村教委の役割
◆事業実施校への指導助言や支援 
●実施校の不登校等対策の充実にむけた取組みの進捗 
管理等 
●多様なニーズに応じた継続的な支援が可能な校内教 
育支援ルームの環境整備 

日常的な支援

府の
直接 
支援

支
援
・
指
導
助
言

◆事業実施市町村への指導助言

◆不登校等の課題の大きい学校 
に対する人的支援 

√ 個別支援 向  校内会議 開催 
√ 児童生徒個々 状況 校内教育支援員           等専門 
人材 情報共有 
√ 支援状況 保護者等  情報共有 

課題の大きい学校

 校内教育支援員の配置、個別学習環境の提供 
 個々の状況に応じた ICT も活用した学習支援 
 個別の教育相談  
校内会議への参加・助言、専門人材との情報連携

主要事業 ４ 

＜校内教育支援 ＞
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（140,615千円）  新規 

（84,007 千円）  拡充 

部活動改革推進事業≪一部新規≫ 
知事重点事業 

事業目的 
府内中学校及 府立高等学校 部活動    部活動 加入  生徒 減少 教員 時間
外勤務 長時間化 専門的指導     教員 心理的負担等 課題 解決    部活動 
合同実施等   部活動 教育的意義 保障 学校 働 方改革 実現  
当初予算額  224,622 千円
事業内容 
(１)複数校   部活動 合同実施 促進（高等学校 部活動大阪   ） 

■原則 全  高校 合同部活動          検討  82校 41   

３ 最終形  令和５年度     １（休日   長期休業中） 実施 
対象外 学校    少人数部活動     公式大会  参加機会 確保   

休日中心 合同部活動 実施  
顧問教員 専門性 無 場合 部活動指導員 配置 164 名増(予定) 
学校間 移動 要  生徒 交通用具（自転車等） 整備 

(２)休日 地域   活動  移行 部活動 地域連携 向  支援（中学校） 

■部活動 学校単位  地域単位 取組     休日 部活動  段階的 移行 

主要事業 ５ 

顧問は付添いなし 顧問は付添いなし

部活動指導員配置

合同で活動
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知的障がい支援学校新校整備事業費≪一部新規≫ 
【知事重点事業】 

【事業目的】 
知的障がい支援学校の在籍者数の増加に対応し、児童生徒の教育環境を確保するため、
新たな支援学校の整備等により、特別支援学校設置基準における校舎面積基準、学級編
制基準の不適合の解消、教室不足の解消を今後 10年以内にめざす。 

【当初予算額】 3,944,601千円 （一般財源 917,768千円）

【事業内容】 
（１）西淀川地域新校整備関連（3,724,587千円） 
   もと府立西淀川高校を活用した新校整備について、施設・設備の改修工事を進め、併せて、
必要となる ICT環境や物品の整備など令和 6年 4月の開校に向けた準備を行う。 
（２）生野支援学校の移転併設整備関連（162,256千円） 
府立生野支援学校の府立大阪わかば高校敷地への移転（併設）について、今年度に実
施した基本計画の成果等を踏まえ、引き続き、基本設計を進める。 
（３）府立知的障がい支援学校教育環境改善実施関連（57,758千円）≪新規≫
   全ての地域において、既存の教室等の環境改善を行う。在籍者数の増加が著しく、学級編
制基準適合に必要な室数の多い、豊能と大阪市北東部について、それぞれ、閉校した高校
等を活用した基本計画の策定に着手する。 

今後10年以内にめざす基本的な考え方
地域

（学校数） 
校舎面積基準が
不適合な学校数 
（支援学校名）

対応が必要な室数 R5年度新規事業 以下の対策を
引き続き検討転用 間仕切

り、特別教室等
 不足数

学級編制基準を満た
すために必要な室数

豊能・三島 
（６校） 

２校 
（豊中･箕面） 51 室 42 室 

・既存の教室等の環境改善
・閉校した高校等の活用 
1 校（豊能） ・閉校した高校等の活用 

・校舎増築 

・本校化（小学部の新設）

大阪市 
（６校） 

３校 
（思斉･生野 住之江） 82 室 76 室 

・既存の教室等の環境改善
・閉校した高校等の活用 
1 校（市北東部）

北河内
（４校） 

１校
（守口） 37 室 10 室 ・既存の教室等の環境改善

中・南河内
（４校）

１校
（八尾） 19室 23 室 ・既存の教室等の環境改善

泉北泉南
その他 
（26校）

７校 
（和泉 泉北 か） 34 室 17 室 ・既存の教室等の環境改善

全 46校 14 校 
223 室 168 室

391 室

主要事業 ６ 



５，４４４億５，０００万円

５，５４４億９，４７０万９千円

５，４６６億４，８２１万４千円

９８．２％

上段　令和５年度当初

中段　令和４年度当初

下段　令和４年度最終

事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

＜①確かな学力の定着と学びの深化＞

3億1,608万円

3億1,775万9千円

2億9,628万6千円

3億4,703万9千円

3億2,298万4千円

3億2,298万4千円

スクール・エンパワーメント 40万9千円

推 進 事 業 費 40万9千円

40万9千円

（ 一 部 再 掲 ） ○小学校（３年生以上）－国語・算数・理科・外国語

○中学校－国語・数学・理科・外国語

教育庁  令和5年度当初予算案の概要

一般会計

令和５年度当初予算額

令和４年度当初予算額

令和４年度最終予算額

前年比　R5当初／R4当初

〔　一　般　会　計　〕

事 業 費

小 学 生
新 学 力 テ ス ト 事 業 費

　府内児童一人ひとりがすべての教育活動の基盤となる言語能力、読
解力、目標に向かって頑張る力等、生涯にわたる学力を着実につける
ため、公立小学校５・６年生を対象とした学力テスト・アンケートを
実施する。

中 学 生 学 び
チ ャ レ ン ジ 事 業 費

　生徒の学力状況を把握、分析・検証することにより、学習内容の着
実な理解と教育活動（指導・評価）の改善・充実を図るとともに、府
内における調査書の評定の公平性を担保することを目的として、公立
中学生を対象とした学力テスト・アンケートを実施する。

　府内６９小学校・５５中学校を事業対象校（言語能力向上など府域
共通の課題に取り組むモデル校を含む）に指定し、子どもたちに「学
びに向かう力」を育み、「確かな学力」の定着を図る。

習 熟 度 別
指 導 推 進 事 業 費

（教職員定数で計上） 　府内小・中学校の児童生徒の学力向上を図るため、学校の状況にあ
わせて、習熟度別指導を行う。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

80万円

50万円

50万円

7,808万4千円

1億8,027万4千円

4,055万2千円

29億227万6千円

32億6,720万7千円

50億2,802万8千円

英 語 教 育 推 進 事 業 費 2億764万4千円

(一部、大阪教育ゆめ基金活用) 935万6千円

《 一 部 新 規 》 700万1千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―４ページ主要事業１　参照】

外国語指導員等による 5億8,106万4千円

語 学 指 導 充 実 費 5億5,825万1千円

5億5,825万1千円

○外国人英語指導員の配置〔ＮＥＴ・ＮＫＴ・ＮＣＴ〕　９１名

○外国人英語講師の派遣〔Ｔ-ＮＥＴ〕 ６１校

2,616万1千円

2,616万1千円

2,616万1千円

　ＧＩＧＡスクール構想における１人１台端末を効果的に活用した教育活動
が円滑且つ効果的に実施できるよう、「大阪府ＧＩＧＡスクール運営支援セ
ンター」を開設し、市町村における端末等の安定的運用の実現と子どもたち
の学びの保障に資する。
　また、日常的・効果的に１人１台端末を活用した授業が府内全ての学校で
実施できるようモデル校に担当教員を配置し、実践事例の収集・普及を行
う。

府 立 学 校 ス マ ー ト
ス ク ー ル 推 進 事 業 費

　ＩＣＴを活用した教育を実現するため、児童生徒１人１台の端末を
整備するとともに、教員・児童生徒への支援等の充実を図る。

〇スマートスクール推進事業
○生徒１人１台端末整備事業
○学校情報ネットワーク事業
○学校情報ネットワーククラウド化事業

　英語学習アプリや外部人材（ALT）の活用等により、児童・生徒に
「生きた」英語力（特に話す力）を身につけさせるとともに、大阪か
ら世界に羽ばたく高い英語力を備えたグローバル人材を育成する。

○英語学習アプリのパッケージ開発
　ICTを活用した個別最適化な学びを実現するため、府内小・中・高
のモデル校において英語学習アプリの効果検証を行い、大阪府の児
童・生徒に最適な内容にするパッケージ開発を実施。

○外部人材（ALT）の活用
　学校の授業内外において、英語によるコミュニケーションの機会を
充実させるため、現在配置しているネイティブ講師を拡充し、全府立
高校（全日制の課程）に週５日配置を行う。

　外国語教育を充実し、英語等によるコミュニケーション能力や国際
感覚豊かな高校生を育成するため、府立高校への英語指導等を行う外
国人英語指導員の配置及び語学学校等に勤務する外国人英語講師の派
遣を行う。

グローバルリーダーズ
ハイスクール支援事業費

学 校 図 書 館 活 性 化
調 査 研 究 事 業 費

　本に親しむ活動や学校図書館を活用した授業等を行うことを通して
言語能力を育成し、子どもたちの学力を向上させるための調査研究を
行う。

市 町 村 立 学 校 ス マ ー ト
ス ク ー ル 推 進 事 業 費

　グローバルリーダーズハイスクールにおいて、知識を基盤とするこ
れからのグローバル社会をリードする人材を育成するとともに、地域
の拠点校として、周辺校における人材育成を支援する。また、各校が
実施する特色ある取組みを支援することに加え、外部有識者による評
価を行う。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

実 業 教 育 充 実 事 業 費 2,023万7千円

2,529万3千円

 2,529万3千円

665万1千円

663万1千円

348万9千円

1億9,377万3千円

2億3,256万3千円

2億3,261万3千円

485万円

737万9千円

737万9千円

福 祉 ・ 医 療 関 係 747万円

人 材 活 用 事 業 費 744万5千円

744万5千円

支 援 教 育 地 域 支 援 9,937万1千円

整 備 事 業 費 9,713万3千円

9,713万3千円

知的障がいのある生徒の 4,730万3千円

教 育 環 境 整 備 事 業 費 4,513万1千円

4,513万1千円

○自立支援推進校　１１校

　（園芸、柴島、阿武野、西成、松原、枚方なぎさ、八尾翠翔、

　　堺東、貝塚、桜宮、東淀工業）

○共生推進校　１０校

　（枚岡樟風、千里青雲、芦間、久米田、北摂つばさ、信太、

　　緑風冠、金剛、東住吉、今宮）

 ※非常勤講師、学習サポーターを活用

特 別 支 援 教 育 指 導 費 2,164万3千円 　府立支援学校における教育内容・環境の充実を図る。

2,159万3千円

2,159万3千円

外 国 語 講 師 963万9千円

派 遣 事 業 費 929万7千円

929万7千円

　将来の大阪の産業を担う技術者として農業高校等の生徒を育成する
ために、老朽化により精度が低下した設備や安全性の確保が困難な設
備の更新や、企業等との連携による技術・技能研修を実施する。

長 期 入 院 生 徒
学 習 支 援 事 業 費

　病気・ケガなどによる入院のために長期間登校できないが、就学の
意思を強く持ち学習意欲がある生徒の学習を支援する。

府 立 高 等 学 校 再 編
整 備 事 業 費

　府立高校の再編整備を推進する。

○工業系高校の改編
　工業系高校のさらなる魅力づくりのため、老朽化した設備の更新を
行うとともに、企業の生産現場で学ぶ機会を設ける等、教育環境を充
実させる。また、府内中学生等を対象とした広報活動を充実させる。

○多部制単位制・通信制の改編
　多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部の大阪わかば高校及び桃谷高校（通信制課
程）の教育環境を整備する。

能 勢 高 等 学 校 再 編
整 備 事 業 費

  豊中高校本校・能勢分校間の効果的な連携を図るため、ネット教室
の運用を行う。

　府立支援学校における教育の充実を図るため、福祉医療関係の専門
的な知識のある人材を特別非常勤講師として配置する。

　府立支援学校のリーディングスタッフ（府立支援学校教員）が十分
に活動できるように非常勤講師を配置する。

　知的障がいのある生徒の後期中等教育を充実するため、府立高校に
設置した自立支援推進校及び共生推進校において、「ともに学び、と
もに育つ」教育を推進する。

○医療的ケアの必要な児童・生徒のための宿泊学校行事への看護師の
  随伴<宿泊学校行事看護師付添費>

○各市町村就学指導委員会、府立支援学校入学対象者に対する就学指
  導<特別支援学校就学指導充実費>

○支援学校内において医療的ケアを教員が適切に実施するための法定
  研修

　府立支援学校に外国人英語講師を派遣し、言語や文化に対する理解
を深めるとともに、他者を尊重することや、他者への配慮をしながら
外国語でコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

994万1千円

927万6千円

927万6千円

1億3,017万6千円

1億3,011万2千円

1億5,601万9千円 ○エキスパート支援員（臨床心理士等）の配置

○学習支援員・介助員の配置

○看護師の配置

高 等 学 校 通 級 指 導 78万8千円

実 施 費 78万8千円

78万8千円

ＯＳＡＫＡ多文化共生 62万7千円

推 進 事 業 費 146万3千円

146万3千円

3,786万8千円

3,223万1千円

(一部、大阪教育ゆめ基金活用) 3,223万1千円

夜 間 中 学 設 置 促 進 ・ 120万円

充 実 事 業 費 60万円

60万円

日 本 語 教 育 1,706万7千円

学 校 支 援 事 業 費 1,706万7千円

1,706万7千円

府 立 図 書 館 運 営 費 17億7,643万3千円

16億4,960万3千円

16億3,782万1千円

〇中央図書館の書庫改修工事実施設計等（地下駐車場の書庫化）

小 中 学 校 に お け る
日本語指導推進事業費

　日本語指導が必要な児童生徒のうち、十分な日本語指導が受けられ
ていない児童生徒が在籍する市町村及び学校への支援を行う。
○日本語指導が必要な児童生徒がオンラインで指導を受けることがで
きる体制を整備
○夜間中学６校に日本語指導支援員を配置
○府域７地区に外国人児童生徒支援員を配置

高 等 学 校 支 援 教 育 力
充 実 事 業 費

障 が い の あ る 生 徒 の
高 校 生 活 支 援 事 業 費

　夜間中学についての広報を充実させ、就学機会の一層の確保を図
る。

　日本語指導が必要な外国籍生徒等が在籍する府立高校に対し、日本
語・母語指導や生活適応指導等を行う教育サポーター等を派遣する。

　府立の図書館の管理運営等を行う。

○中央図書館　　資料収集、国際児童文学館の運営、設備改修、
                指定管理委託など

○中之島図書館　資料収集、ビジネス支援機能の運営
　　　　　　　　指定管理委託など

○中之島図書館(非重要文化財部分)の耐震改修の実施(書庫棟の改築等)

　・R3年度から工事着手（２期工事中：R4年11月～R6年1月頃）

　自立支援推進校等の中から支援教育サポート校に指定した４校が、
障がいのある生徒の教科指導等のノウハウを当該地域の高校と共有・
活用を図る。

　障がいのある生徒の個々の状況に即した学校生活や学習の支援を行
うため、専門的な知識を持つ人材等を配置する。

　通級指導教室を府立高校に設置し、発達障がい等のある生徒に対
し、学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導を実施す
る。
○設置校
　柴島、松原、大手前（全）、岬、箕面東、野崎
　布施（全）、教育センター附属、富田林、和泉総合（全）

　外国にルーツのある児童生徒と日本ルーツの児童生徒が互いの母文
化にふれることで、ともにアイデンティティを育み、自己肯定感を高
め、多文化共生のまちづくりの担い手となることをめざす。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

2,592万3千円

0

《 新 規 》 0

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―５ページ主要事業２　参照】

1,320万円

0

《 新 規 》 0

《 知 事 重 点 事 業 》

215万円

0

《 新 規 》 0

《 知 事 重 点 事 業 》

9,932万9千円

0

《 新 規 》 0

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１－６ページ主要事業３　参照】

129万1千円

0

《 新 規 》 0

《 知 事 重 点 事 業 》

1億5,220万7千円

0

(一部、大阪教育ゆめ基金活用) 0

《 新 規 》

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

〇地域連携室の設置
　専任の担当者がNPO・企業等の多様な地域資源を活用した教育活動
や生徒支援の充実に向けた連携・コーディネートを行う「地域連携
室」を設置。

〇専門人材の配置
　生徒・保護者へのきめ細かな支援を行うため、スクールカウンセ
ラーをはじめとする、多様な専門人材の配置を充実。

　西成高校・岬高校を「多様な教育実践校」に指定し、専門人材の活
用による支援体制や地域資源を活用した学習の充実に向けた教育環境
を整備する。

２０２５日本国際博覧会
実業系高校魅力発信事業

費

２０２５日本国際博覧会
最先端探究活動事業費

府立学校入学者選抜・
採点業務デジタル化事業

費

○入学者選抜や定期考査等へのデジタル採点の導入
　生徒の答案をパソコン等端末に読み込み、複数人の解答の特定箇所
を並べて一つの画面に表示し、端末上で採点するシステムを導入し、
入学者選抜や定期考査等における採点ミスの軽減及び教職員の負担軽
減を図る。

○オンライン出願の導入
　府立学校の入学者選抜の出願において、これまでの紙媒体による出
願書類の持参提出から、インターネットを介したデータ送信による出
願資料の提出及び合否結果の確認並びにキャッシュレス決済を可能と
する。

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ジ ュ ニ ア
プロジェクト推進事業費

　「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする万博やSDGsにつ
いて知り、探究学習を通して、社会に主体的に参画していくための資
質・能力を育成し、また、その成果をフォーラムの開催によって広く
発信し、普及させる。

　府立学校の入学選抜等において、志願者等の利便性の向上を図ると
ともに教職員の負担を軽減し、在校生への指導等に充てる時間を確保
することにより、教育環境の充実を図るために、選抜事務作業や定期
考査における採点業務等のデジタル化を推進する。

　都市連動型メタバース「バーチャル大阪」のプラットフォームを活
用し、府立高校生が国内外の小中高生等と、大阪・関西万博に関する
意見交換や関西の魅力を発信する等の交流を通じて、万博の機運醸成
に取組む。

　STEAM教育の考え方を取り入れた最先端の探究活動に取組み、教科
横断的な学習の推進を図るとともに、その成果を大阪・関西万博2025
の関連イベント等で発表することで、万博の機運醸成に取組む。

　※STEAMとは、Science（科学）,Technology（技術）,Engineering
（工学）,Art（芸術）,Mathematics（数学）の5つの単語の頭文字を
組み合わせた教育概念

不 登 校 対 策 等 支 援
推 進 事 業 費

　小中学校の不登校等児童生徒への支援の核となる場所として、校内
教育支援ルームを設置し、ＩＣＴを活用した個別の学習支援など、幅
広い支援を実施する。

多 様 な 教 育 実 践 校
整 備 事 業 費
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

＜②豊かな心と健やかな体の育成＞

1億4,667万2千円

2億6,386万5千円

3億2,789万7千円

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

366万5千円

366万5千円

366万5千円

被 害 者 救 済 シ ス テ ム 403万5千円

運 用 事 業 費 403万4千円

403万4千円

3,104万4千円

3,104万4千円

3,104万4千円

7,128万8千円

7,128万9千円

《 知 事 重 点 事 業 》 7,128万9千円

スクールカウンセラー 4億5,565万5千円

配 置 事 業 費 4億6,015万5千円

《 知 事 重 点 事 業 》 5億8,505万1千円

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル 7,463万2千円

ワ ー カ ー 配 置 事 業 費 7,463万2千円

7,463万2千円

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

2,423万3千円

2,379万3千円

2,379万3千円

2,632万9千円

1,928万3千円

《 拡 充 》 1,928万3千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

い じ め ・ 虐 待 等
対応支援体制構築事業費

　小中学校におけるいじめ重大事態や児童虐待等の深刻な事案への迅
速かつ適切な対応及びその未然防止にむけた市町村の支援体制を構築
する。

いじめ対策支援事業費 　府立学校におけるいじめ重大事態に対する迅速かつ適切な対応のた
めの支援等を行う。

〇市町村からの要請に基づき学校及び市町村に対し、府の緊急支援
  チームを派遣するとともに、市町村「学校支援チーム」を中心と
　した学校支援体制の機能充実に向けた支援を実施。

〇課題の大きい学校に対する支援人材を配置し、府からの直接の支
　援を実施。

　民間相談窓口を開設し、電話による相談及び面接相談を実施すると
ともに、児童生徒及び保護者の意向に即した支援を行う。

課 題 を 抱 え る 生 徒
フォローアップ事業費

　様々な課題を抱える生徒が在籍する学校において、課題を早期発見
し、福祉、医療等の多角的な支援策につなげることで、学校への定着
を図り、中退者（高等支援学校では長期欠席者）を減少させる。

ヤングケアラー支援体制
強 化 事 業 費

　府立高校に在籍するヤングケアラーを適切な支援につなげるため、
学校の相談体制構築や早期発見力の強化、学習支援等を実施する。

　学校と福祉をつなぐ専門家として、スクールソーシャルワーカーを
市町村が主体的に各中学校区に１名週１回配置できるよう補助を行
う。
　また、スクールソーシャルワーカースーパーバイザーを府内市町村
に派遣する。

教 育 総 合 相 談 事 業 費 　教育相談体制の充実により、いじめ、暴力行為、不登校等、生徒指
導上の課題に対する早期発見・早期対応、再発防止を図る。

　スクールカウンセラー（臨床心理士等）を全公立中学校に配置し、
児童生徒の心のケアや保護者等の悩みの相談、教職員への助言・援助
等を行うとともに、学校教育相談体制の一層の充実をめざす。
　加えて、コロナ禍により、府内小学校において一層増加、深刻化す
る児童・保護者からの相談や教職員からの支援要請に対応するため、
スクールカウンセラーが小学校での活動に専念できる時間を確保し、
小学校における専門家と協働した教育相談体制の構築をめざす。

Ｓ Ｎ Ｓ 活 用 相 談 体 制
整 備 事 業 費

　いじめを含む様々な不安や悩みをもつ子どもが相談しやすい環境を
整えるため、ＳＮＳを活用した相談を実施する。
 （相談日を週１日から週５日に拡充予定。）
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

285万7千円

316万9千円

316万9千円

○小中１０校、義務教育学校１校を実践研究校に指定

○道徳教育推進教師連絡協議会の開催

○道徳教育担当指導主事研修会の開催

400万円

400万円

（大阪教育ゆめ基金活用） 400万円

府立博物館管理運営・改修費 2億8,432万4千円 　府立の博物館の管理運営・改修を行う。

9億3,063万円 ○弥生文化博物館運営費

6億8,463万2千円 ○近つ飛鳥博物館及び近つ飛鳥風土記の丘運営費

○府立博物館施設設備改修事業費

文化財調査事務所運営費 2,049万7千円 　文化財調査事務所等の管理運営を行う。

3,691万8千円 ○文化財調査事務所運営費

3,691万8千円

指定文化財等保存事業費 2,416万3千円 　国及び府指定文化財の保存修理等に対する助成等を行う。

2,416万3千円 ○有形文化財保存修理費等補助金

2,416万3千円 ○文楽協会補助金

ス ポ ー ツ 指 導 ・ 494万4千円

体 力 向 上 支 援 推 進 費 1,014万8千円

（大阪教育ゆめ基金活用） 1,014万8千円

競 技 力 向 上 対 策 1,825万5千円

事 業 費 補 助 金 1,825万5千円

1,825万5千円 ○国体選手の強化事業助成等（４１競技）

○一般競技の強化助成費　　（２１競技）

学 校 給 食 実 施 費 8億6,660万1千円

8億5,198万6千円

13億6,377万5千円

○府立支援学校給食調理業務委託

　府立支援学校（３４校）

○給食センター委託事業

　交野支援四條畷校

○デリバリー給食実施　夜間定時制高校（２校）

○府立中学校給食調理業務委託（２校）

○学校給食における安全性の確保

  ・府立学校給食用老朽備品の更新、給食調理場の改修

　・給食調理員の検便検査

道 徳 教 育 推 進 事 業 費 　「考え・議論する道徳」への質的転換に向けた授業改善及び学校全
体での推進体制を構築するための研究等を行い、府内の各学校におけ
る道徳教育の充実を図る。

あいさつ運動推進事業費
　府内の学校園において、愛さつＯＳＡＫＡのロゴマークやのぼり等
を活用したあいさつ運動を展開する。
　また、府内の学校園の園児児童生徒が行うボランティアや地域活動
等に必要な物品等を支援するとともに、優秀な取組みを表彰する。

　府内小学３・４年生に対し、ICT機器を活用した悉皆の体力テスト
を令和５年度より実施し、子どもの運動に対する意識を改善し、体力
向上を図る。また、大阪教育ゆめ基金を活用し、小学校の体力づくり
への取組みを推進するとともに、府立学校における学校体育環境の充
実を図る。

〇ICT活用による子どもの体力向上事業（小学３・４年生スポーツテ
スト）
・システム運用・保守・サーバー費【債務負担行為：令和５年度から
令和７年度まで】
〇子ども元気アッププロジェクト事業
・めっちゃWAKUWAKUスポーツ教室
・おおさか子どもEKIDEN大会
・めっちゃWAKUWAKU体育応援事業
〇府立学校における学校体育環境充実事業

　各種競技選手の長期的・継続的な競技力の定着化を図り、スポーツ
のより一層の普及・振興を図る。

　府立支援学校、夜間定時制高校及び府立中学校に学ぶ幼児児童生徒
の心身の健全な発達に資するため、安全・安心な学校給食を実施す
る。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

教 育 総 合 相 談 事 業 費 4,806万7千円

（ 一 部 再 掲 ） 4,093万4千円

4,093万4千円

○専用電話相談の実施

○２４時間相談窓口の実施

○対面相談の実施

○教職員の悩み相談の実施

○カリキュラムＮＡＶｉプラザの運営

○ＳＮＳ活用相談体制整備（再掲）《知事重点事業》

 【１―７ページ主要事業４　参照】

8,400万7千円

3,908万9千円

《 拡 充 》 3,908万9千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―８ページ主要事業５　参照】

＜③将来をみすえた自主性・自立性の育成＞

2,799万6千円

2,765万7千円

1,788万6千円

80万円

0

《 新 規 》 0

1億4,061万5千円

6,944万4千円

《 一 部 新 規 》 6,944万4千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―８ページ主要事業５　参照】

　教育センターにおいて、様々な悩みを持つ子どもや保護者等に対
し、インターネット等の手法も活用し、効果的かつ効率的な相談を実
施する。

　中学校の部活動において、将来にわたり生徒のスポーツ・文化活動
の機会を確保するとともに、教員の部活動指導にかかる時間と心理的
負担を軽減するため、休日の部活動を段階的に地域に移行するととも
に、部活動の地域連携を図る。

〇地域移行体制の構築に対する支援
〇休日の部活動の地域移行に向けた実証事業
〇部活動指導員の配置

教 育 庁 ハ ー ト フ ル
オ フ ィ ス 推 進 事 業 費

　知的障がいのある府立高校、支援学校高等部の卒業生を教育庁ハー
トフルオフィス（教育センターに設置）で雇用し、約２年間の就労支
援を実施し、就業へつなげる。

地 域 ク ラ ブ 活 動
体 制 整 備 等 事 業 費

主 体 的 社 会 参 画 力
育 成 事 業 費

　主権者や自立した消費者等として必要となる資質・能力を育むた
め、実践研究校を指定し、実社会とのつながりを重視した学習の在り
方についての実践研究を行い、府域の学校へ普及する。

部 活 動 指 導 員 等
配 置 事 業 費

　府立高校の部活動において、部活動に加入する生徒が減少している
とともに、部員数が少ない部活動が増加している傾向を踏まえ、部活
動の教育的意義を保障するとともに、教員の部活動指導時間と心理的
負担を軽減する。

〇複数校による部活動の合同実施（部活動大阪モデル）
〇合同実施に伴う専門的指導者の配置
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

＜④多様な主体との協働＞

5,808万4千円

5,808万4千円

5,048万4千円

広 報 強 化 推 進 事 業 費 1,300万円

(一部、大阪教育ゆめ基金活用) 1,300万円

1,300万円

社 会 人 等 活 用 推 進 費 1億2,516万9千円

1億2,363万4千円

1億2,363万4千円

○学校支援社会人等指導者の活用（高校、支援学校）

○特別非常勤講師の活用（高校）

3,104万4千円

3,104万4千円

3,104万4千円

7,128万8千円

7,128万9千円

《 知 事 重 点 事 業 》 7,128万9千円

スクールカウンセラー 4億5,565万5千円

配 置 事 業 費 （ 再 掲 ） 4億6,015万5千円

《 知 事 重 点 事 業 》 5億8,505万1千円

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル 7,463万2千円

ワ ー カ ー 配 置 7,463万2千円

事 業 費 （ 再 掲 ） 7,463万2千円

　　　　　　　　　　　　　　【１―７ページ主要事業４　参照】

社 会 教 育 施 設 運 営 費 6,346万5千円

1億4,746万1千円

1億5,391万7千円

教育コミュニティづくり
推 進 事 業 費

　地域社会が一体となった教育コミュニティづくりの取組みを一層進
めるため、地域の実情に応じて市町村が行う学校・家庭・地域の連携
協力による様々な取組み（学校支援活動・おおさか元気広場・家庭教
育支援）を支援する。

　「進学フェア」を開催し、中学３年生やその保護者に府立学校の魅
力をアピールするとともに、令和６年度入学者選抜制度について説明
を行う。

　地域や社会で活躍する優れた技能や専門的な知識を有する人を「学
校支援人材バンク」に登録し、指導者として学校教育に広く活用す
る。

課 題 を 抱 え る 生 徒
フ ォ ロ ー ア ッ プ
事 業 費 （ 再 掲 ）

　様々な課題を抱える生徒が在籍する学校において、課題を早期発見
し、福祉、医療等の多角的な支援策につなげることで、学校への定着
を図り、中退者（高等支援学校では長期欠席者）を減少させる。

ヤングケアラー支援体制
強 化 事 業 費 （ 再 掲 ）

　府立高校に在籍するヤングケアラーを適切な支援につなげるため、
学校の相談体制構築や早期発見力の強化、学習支援等を実施。

　スクールカウンセラー（臨床心理士等）を全公立中学校に配置し、
児童生徒の心のケアや保護者等の悩みの相談、教職員への助言・援助
等を行うとともに、学校教育相談体制の一層の充実をめざす。
　加えて、コロナ禍により、府内小学校において一層増加、深刻化す
る児童・保護者からの相談や教職員からの支援要請に対応するため、
スクールカウンセラーが小学校での活動に専念できる時間を確保し、
小学校における専門家と協働した教育相談体制の構築をめざす。

　学校と福祉をつなぐ専門家として、スクールソーシャルワーカーを
市町村が主体的に各中学校区に１名週１回配置できるよう補助を行
う。
　また、スクールソーシャルワーカースーパーバイザーを府内市町村
に派遣する。

　府立の社会教育施設の管理運営を行う。
○少年自然の家運営費
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

＜⑤力と熱意を備えた教員と学校組織づくり＞

教 職 員 採 用 選 考 費 2,140万1千円

2,137万8千円

2,137万8千円

○説明会・広報活動の充実等

○合格者対象セミナーの実施

教 職 員 研 修 の 充 実 1億4,555万7千円

 1億2,679万8千円

1億2,229万8千円

　総合研修　　　　　７２講座

　課題別研修　　　　５０講座

　授業力向上研修　　６０講座

　合　計　　　　　１８２講座

教 職 員 資 質 向 上 方 策 4,953万9千円

推 進 事 業 費 4,933万7千円

4,933万7千円

〔 教 職 員 定 数 〕 3,600億4,429万4千円 １．定数の状況（人数は条例定数（対前年度比）・水都国際は除く）

（ 一 部 再 掲 ） 3,563億7,807万7千円 小 学 校（義務教育学校の前期課程を含む）

3,506億199万7千円 　　　　　　　　　　　　１８，１３８人 　（＋３３１人）

中 学 校（義務教育学校の後期課程を含む）

　　　　　　　　　　　　１０，１５５人   （▲１１２人）

 市立高校(府費負担)　　　　　　　１４人 　（±０人）

府立中学校　　　　　　　　　　　３７人   （±０人）

府立高校　　  　　　　　　９，３５５人 　（▲３４４人）

府立支援学校　 　　　　　 ５，４３０人   （▲８３人）　　　　

   　　計　　　      　 ４３，１２９人　 （▲２０８人）　　　

２．学級編制基準

　高　校　　　　　４０人

　特別支援学校

　　・幼稚部　　　　  ６人

　　・小・中学部　　  ６人

　　・高等部(本科)　  ８人

　　・重複障がい学級  ３人

    ・訪問学級        ３人

学 校 経 営 推 進 事 業 費 2,288万1千円

2,859万5千円

2,859万5千円

2億1,411万6千円

2億1,411万6千円

2億1,411万6千円

　熱意ある優れた教員を確保するため、教員採用選考テストのＰＲ活
動に力を入れるとともに、教員採用選考の一層の工夫・改善に努め
る。

　府教育センター等において、初任者研修等の法定研修やキャリア
アップを支援する研修等の実施により、教職員の資質向上等を図る。

　改正教育公務員特例法に基づき、「指導が不適切である」教諭等へ
の認定及び指導改善研修など具体的な対応を実施するとともに、地公
法、地教行法に基づき、教職員の意欲・資質能力の一層の向上と学校
の活性化を図るため、教職員の評価・育成システムを実施する。

　小学校（義務教育学校の前期課程を含む）
        　　１～４年生３５人、５～６年生４０人
　　　　　　（支援学級 障がい種別ごとに８人）

　中学校（義務教育学校の後期課程を含む）
　　　　　　４０人（支援学級 障がい種別ごとに８人）

　学校経営を強化するため、予め指定した項目に関して、効果の見込
まれる事業計画を提案する学校に支援を行う。

校 長 マ ネ ジ メ ン ト
推 進 事 業 費

　学校経営計画に示された中期的目標に基づき、校長・准校長がその
権限と責任において学校経営を推進するため、校長・准校長のマネジ
メントに必要な予算措置を行う。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

13億4,192万5千円

11億5,525万5千円

11億3,445万7千円

教 育 総 合 情 報 1億1,068万8千円

ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 費 1億1,319万9千円

1億1,319万9千円

1億4,061万5千円

6,944万4千円

《 一 部 新 規 》 6,944万4千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―８ページ主要事業５　参照】

8,400万7千円

3,908万9千円

《 拡 充 》 3,908万9千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―８ページ主要事業５　参照】

＜⑥学びを支える環境整備＞

396億1,399万8千円 ○高校生就学支援金事業費

405億8,995万2千円

388億4,494万5千円

○高校生奨学給付金事業費

○特別支援教育就学奨励扶助費

〇地域移行体制の構築に対する支援
〇休日の部活動の地域移行に向けた実証事業
〇部活動指導員の配置

府立学校教育ＩＣＴ化
推 進 事 業 費

　府立学校に展開している統合ＩＣＴネットワークの安定的な運用を
行うとともに、校務処理システムの継続的なメンテナンスを行う。
　また、働き方改革を推進し生徒と関わる時間の一層の確保等に資す
るよう、校務におけるＩＣＴ環境の充実のための取組みを推進する。

地 域 ク ラ ブ 活 動
体制整備等事業費（再
掲 ）

〇複数校による部活動の合同実施（部活動大阪モデル）

〇合同実施に伴う専門的指導者の配置

　府内の高校に在籍する年収が概ね910万円未満世帯の生徒の授業料
に充てるため就学支援金を支給する。また、本事業の補完として、府
立高校で留年により修業年限までに卒業できなかった就学支援金対象
者のうち、所定の要件を満たし12か月以内に卒業の見込みがあると校
長が認めるものに対し授業料を免除する。

　高校生を扶養する府内在住の非課税世帯の保護者に対して、授業料
以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金を支給する。

  特別支援学校高等部に在籍する生徒の保護者などの経済的負担を軽
減するため、ＩＣＴ機器購入費等の就学奨励費を支給する。

就学支援金関連事業費

　府立学校における情報通信ネットワークの基盤整備を行うことによ
り、ＩＣＴ教育の活性化や児童生徒の情報活用能力の育成を図るとと
もに、インターネット等を活用した研修の実施など、教育センターに
おける研修・研究機能の充実を図る。

部 活 動 指 導 員 等
配 置 事 業 費 （ 再 掲 ）

　府立高校の部活動において、部活動に加入する生徒が減少している
とともに、部員数が少ない部活動が増加している傾向を踏まえ、部活
動の教育的意義を保障するとともに、教員の部活動指導時間と心理的
負担を軽減する。

　中学校の部活動において、将来にわたり生徒のスポーツ・文化活動
の機会を確保するとともに、教員の部活動指導にかかる時間と心理的
負担を軽減するため、休日の部活動を段階的に地域に移行するととも
に、部活動の地域連携を図る。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

39億4,460万1千円

1億3,620万7千円

《 一 部 新 規 》 1億3,620万7千円

《 知 事 重 点 事 業 》

　　　　　　　　　　　　　　【１―９ページ主要事業６　参照】

府 立 支 援 学 校 30億7,219万8千円 　府立支援学校の児童生徒の通学手段等確保のためバスを運行する。

通 学 バ ス 運 行 事 業 費 29億4,684万2千円 ○通学バス３４３台

29億4,684万2千円

市 町 村 医 療 的 ケ ア 等 6,303万4千円

実施体制サポート事業費 6,303万4千円

6,303万4千円

医 療 的 ケ ア 実 施 体 制 294万8千円

構 築 事 業 費 294万8千円

294万8千円

4億9,673万8千円

4億9,628万7千円

4億6,206万3千円

地域ぐるみの学校安全体制 1,238万3千円

整備推進事業費補助金 1,238万3千円

1,238万3千円

府立学校老朽化対策費 12億4万7千円

5億9,088万8千円

5億958万2千円

　医療的ケアの必要な児童生徒をはじめとする、障がいのある児童生
徒が、地域の学校へ安心して就学・通学することができるために、府
がハード・ソフトの両面からサポートすることにより、各市町村にお
ける支援教育体制づくりを促進し、より一層「インクルーシブ教育シ
ステム構築」を推進する。

　府立支援学校において、看護師・教員が安全安心に医療的ケアを必
要とする幼児児童生徒に対応できるよう、校内実施体制の充実を図
る。

　府立学校において、医療的ケアが必要なために通学バスを利用でき
ない等の理由により通学が困難な児童生徒の学習機会の保障を図る。
〇府立学校２１校１３０人程度

　学校安全ボランティア（スクールガード）を活用した効果的な安全
体制を整備し、地域との連携を重視した学校安全に関する取組みを行
う市町村を支援する。

　知的障がい支援学校の在籍者数の増加に対応し、児童生徒の教育環
境を確保するため、新たな支援学校の整備等により、特別支援学校設
置基準における校舎面積基準、学級編制基準の不適合の解消、教室不
足の解消を今後10年以内にめざす。

　老朽化した府立学校施設の改築・改修等を計画的に行い、良好な教
育環境を提供する。
〇寝屋川高校改築基本設計
○空調機更新実施設計　　支援学校４校　　など

知 的 障 が い 支 援 学 校
新 校 整 備 事 業 費

医療的ケア通学支援事業費
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

府 立 学 校 施 設 ・ 8億1,113万3千円

設 備 改 修 費 8億3,402万6千円

15億3,745万7千円 ○福祉のまちづくり関連整備

　　・エレベータ設置工事

　　・スロープ、手すりの設置、障がい者用トイレの設置

府 立 学 校 施 設 設 備 9億108万4千円

緊 急 改 修 事 業 費 8億2,964万5千円

6億8,178万7千円 ○体育館床改修　高校２校

○プール改修　　高校９校、支援学校３校　　等

府立学校施設長寿命化 45億3,848万2千円

整 備 事 業 費 60億3,548万4千円

29億23万8千円

府 立 学 校 体 育 館 15億7,318万5千円

空 気 調 節 設 備 整 備 費 16億2,041万7千円

14億4,215万6千円

高 等 学 校 教 育 環 境 10億5,606万2千円

改 善 事 業 費 11億1,011万8千円

9億9,832万8千円

　府立学校施設設備の危険・不具合箇所のうち、生徒の安全を守る上
で特に緊急度の高いものについて改修を行う。

　「大阪府ファシリティマネジメント基本方針」及び「府立学校施設
長寿命化整備方針に基づく事業実施計画（令和３年３月策定）」によ
り、学校施設の長寿命化（築後70年以上）を推進し、維持・更新経費
の軽減・平準化を図るため、劣化度調査の結果等を基に学校・棟単位
で計画的な改修等を実施する。
〇対象校　　　高校５３校、支援学校１８校

　府立学校の熱中症対策として、体育館に空調設備を整備し、教育環
境の改善を図るとともに、暑さ指数計を体育館やグラウンドの入り口
等に設置し、部活動指針と併せて活用することで、事故を未然に防
ぎ、学校教育活動の安全性を確保する。
○設置計画　２０１９（Ｒ１）年度～２０２３年度（Ｒ５）
○対象校　　１７０校（高校１３２校、支援学校３８校）
〇２０２３（Ｒ５）年度設置校　高　　校２８校
　　　　　　　　　　　　　　  支援学校１２校

　夏季休業期間を中心に府立高校において行われている多様な取組み
の教育効果を高めるとともに、さらなる教育環境の改善を図るため､
普通教室等に導入した空調機を更新する。
○契約手法　一括業務委託方式
　契約期間　２０１９（Ｈ３１）～２０４２年度（Ｒ２４）

　府立学校の施設・設備の改修や補修を行い、良好な教育環境の確保
を図る。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

府 立 学 校 維 持 管 理 費 80億6,405万3千円 　府立学校における維持管理運営経費

54億6,909万7千円 ○高　　校　１５３校（R４： １５３校）

65億1,776万8千円 ○支援学校　　４４校・２分校

アスベスト対策事業費 1億1,415万4千円

1億4,291万3千円

6,169万8千円

4億1,100万2千円

4億1,421万9千円

4億1,421万9千円

【学習支援員】

大 阪 府 育 英 会 助 成 費 5億9,863万6千円

5億8,461万5千円

5億7,075万3千円 ○運営補助金　　　　総額557,176千円

4億3,250万円

0

0

　吹付アスベストが存在する府立高校について、生徒・教職員の安全
を図るため、封じ込め等を施工した学校において経年劣化が進んでい
ることから、改めて封じ込め等を実施する。

スクールサポートスタッフ
及 び 学 習 支 援 員
配 置 事 業 費

【スクールサポートスタッフ】
〇府立支援学校
　重症化リスクの高い基礎疾患を持つ児童生徒への更なる衛生管理を
実施するため、また、マスク着用や人との適切な距離を保つことが難
しい児童生徒に対して、衛生管理に留意しつつ子どもの安全を確保す
るため、府立支援学校にスクールサポートスタッフ（補助員）を配置
する。

〇市町村（小・中学校）・府立中学校（水都国際を除く）
　校内の清掃・消毒作業等の感染症対策や教員の業務補助のために、
公立小・中学校において、スクールサポートスタッフを配置する市町
村（政令市を除く）への補助等を行う。

〇府立支援学校
　府立支援学校に３密対策に伴う児童・生徒へ直接携わる業務（給食
摂食・更衣・移動に伴う介助など）を支援する学習支援員を配置す
る。

　教育の機会均等を図るため、(公財)大阪府育英会が行う奨学金貸付
事業等に対し助成を行う。

学 習 環 境 改 善 事 業 費
《 新 規 》

 府立学校のトイレの洋式化を進め、学習環境の改善を図る。

 1-23



事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

＜⑦私立学校の振興＞

私立高等学校等振興助成費 374億5,611万9千円

374億453万9千円

371億2,618万7千円

私 立 高 等 学 校 等 生 徒 156億479万8千円

授 業 料 支 援 補 助 金 154億2,900万円

《 知 事 重 点 事 業 》 150億3,047万6千円

【一人当たりの補助単価】

○授業料支援補助金（府）

〔全日制〕（2019（Ｈ31）年度以降の入学生）

　・標準授業料　60万円

　　年収区分（めやす）補助単価

　　 590万円未満　⇒204,000円（保護者負担 0円）

　　 800万円未満　⇒281,200円（保護者負担200千円）

　　 800万円未満（子ども2人世帯）

　　　　　　　　　⇒381,200円（保護者負担100千円）

　　 800万円未満（子ども3人以上世帯）

　　　　　　　　　⇒481,200円（保護者負担0千円）

　　 910万円未満（子ども2人世帯）

　　　　　　　　　⇒181,200円（保護者負担300千円）

　　 910万円未満（子ども3人以上世帯）

　　　　　　　　　⇒381,200円（保護者負担100千円）

私立幼稚園振興助成費 90億9,273万9千円

96億2,517万1千円

94億403万2千円

【一人当たりの補助単価】

○経常費助成（学校法人立）

   一般助成  202,165円  （Ｒ４）　198,198円

   ３歳児特別助成

　　　　　　  13,500円  （Ｒ４）　 13,500円

○教育研究費助成（非学校法人立）

   一般助成 　60,600円  （Ｒ４）　 59,400円

   ３歳児特別助成

　　　　　　   4,000円  （Ｒ４）    4,000円

○私立幼稚園特別支援教育助成

                    　　総額 　1,267,728千円

○私立幼稚園預り保育助成事業

　　　　　　　　　　　　総額 　  462,880千円

○キンダーカウンセラー事業助成

              　　　 125園　　    42,000千円

施設型給付費等負担金 94億6,825万円

92億7,718万3千円

98億8,940万6千円

  教育条件の維持向上、保護者負担の軽減及び経営の健全化を図り、
私立幼稚園の健全な発展に資するため、経常費助成を行うとともに、
特別支援教育事業などに対し助成を行う。

  子ども・子育て支援新制度に規定する特定教育・保育施設に係る施
設型給付費及び特定施設型給付費の支給に要する費用を負担する。

  私立高等学校等の教育条件の維持向上、保護者負担の軽減及び経営
の健全化を図るため経常費助成を行う。

  私立高等学校（通信制含む）及び私立専修学校高等課程に在学する
生徒に係る修学上の経済的負担の軽減を図り、進路選択時に自由な学
校選択の機会を提供するため、中間所得層までを対象に授業料支援補
助を行う。
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事 業 名
事 業 内 容
の 説 明

事 業 費

子 育 て 支 援 施 設 等 30億6,799万5千円

利 用 給 付 費 負 担 金 34億1,557万5千円

33億4,496万5千円

○子育て支援施設等利用給付費負担金　2,989,691千円

○実費徴収に係る補足給付事業　78,304千円

52億9,767万2千円

54億2,428万5千円

49億8,173万8千円

　令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化に係る費用の
うち、私学助成園の保育料等の給付に要する費用、及び幼稚園で実費
徴収されている食事の提供に要する費用の一部を負担する。

私 立 専 門 学 校
授 業 料 等 減 免 事 業 費

　真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、質の高い教育を実施
する私立専門学校における修学の支援を行い、その修学に係る経済的
負担を軽減する。
○対象校　141校
○対象者　住民税非課税世帯及びこれに準する世帯の生徒
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　　１９億６，３２２万７千円

▲１５３億４，３３１万４千円

５，６００億２，８３０万１千円

５，４６６億４，８２１万４千円

※　第11号補正予算額については、定例的な各種事業費の増減に係るもの。

上段　補正額

中段　補正前予算額

下段　補正後予算額

事　　業　　名 事　業　内　容　の　説　明

5億2,650万円

0

5億2,650万円

4億6,164万9千円

0

4億6,164万9千円

【 国 経 済 対 策 】
子 ど も 安 全 安 心
対 策 事 業 費

　子どもの安全対策として、子どもの送迎用バスへの安全装置の装備や、登
園管理システムや子どもの見守りタグ（GPS)の導入に係る必要な経費を学校
設置者に対して支援を行う。

教育庁  令和４年度一般会計補正予算案の概要

一般会計

第10号補正予算額

※第11号補正予算額

補正前予算額

補正後予算額

第10号補正予算案の概要

〔　一　般　会　計　〕

事 業 費

【 国 経 済 対 策 】
府 立 学 校 感 染 症 対 策 等
継 続 支 援 事 業 費

　感染症対策の徹底を図りながら教育活動を継続できる体制を整えるため、
追加的に必要となる保健衛生用品等の購入に必要な経費等の支援を行う。
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1－27 

○事件議決案

番号 件     名 概          要

１ 府立学校の職員の給与

の過誤払金返還請求に

関する訴えの提起の件

府立学校の職員の給与の過誤払いについて、債務者を相手

方として、過誤払金の返還を求める訴えを提起するため、議

決を求めるもの。

２ 指定管理者の指定の件

（教育委員会所管施

設）

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘、大阪府立弥生文化博物館及

び大阪府立近つ飛鳥博物館

指 定 期 間   令和５年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

指定する団体   ＡＫＮ共同事業体 

３ 大阪府教育振興基本計

画を定める件

大阪府教育行政基本条例（平成２４年大阪府条例第８８

号）第３条に規定する大阪府教育振興基本計画を定めること

について、同条例第４条第２項の規定により議決を求めるも

の。

○条例案

番号 件     名 概          要

１ 職員の管理職手当の特

例に関する条例一部改

正の件

財政状況を踏まえ、職員の管理職手当の時限的減額を行う

特例期間の終期を令和５年３月３１日から令和６年３月３

１日に延長する。

      施行日：令和５年４月１日

２ 知事等の給料及び期末

手当の特例に関する条

例一部改正の件 

財政状況を踏まえ、知事、副知事等の給料及び期末手当の

時限的減額を行う特例期間の終期を令和５年３月３１日か

ら令和６年３月３１日に延長する。 

      施行日：令和５年４月１日 



1－28 

３ 大阪府指定障害児通所

支援事業者の指定並び

に指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運

営に関する基準を定め

る条例等一部改正の件

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（省令）等の改

正に伴い、所要の改正を行う。

〔主な改正内容〕

・園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場

合に、園児等の乗降の際の所在確認と安全装置の装備を義

務付ける規定を追加する。

・児童福祉施設等において、安全計画を策定すること等を義

務付ける規定等を追加する。

・懲戒に係る権限の濫用の禁止についての規定を削除する。

施行日：令和５年４月１日ほか

〔関係条例〕

・大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例

・大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所

施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に

関する基準を定める条例

・大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例

４ 大阪府立学校条例一部

改正の件

１ 府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の増

減に伴い、府立学校の職員の定数を改定する。

・高 等 学 校  〔改正前〕  ９，６９９人

          〔改正後〕  ９，３５５人

・特別支援学校  〔改正前〕  ５，５１３人

          〔改正後〕  ５，４３０人

      施行日：令和５年４月１日

２ 大阪府立南高等学校、大阪府立西高等学校、大阪府立扇

町総合高等学校、大阪府立都島第二工業高等学校、大阪府

立第二工芸高等学校、大阪府立平野高等学校、大阪府立か

わち野高等学校及び大阪府立美原高等学校を廃止する。

      施行日：規則で定める日



1－29 

５ 大阪府立臨海スポーツ

センター条例一部改正

の件

大阪府立臨海スポーツセンターにおける照明設備等の利

用に係る料金を新たに設定する。

・照明設備 １時間 ２，６００円 等

    施行日：令和５年４月１日

６ 大阪府立少年自然の家

条例一部改正の件

水源を専用水道から貝塚市が供給する水道に切り替えた

ことに伴い、大阪府立少年自然の家の利用料金の上限額を改

正する。

・宿泊（宿泊棟）

   〔改正前〕 ５４０円 

   〔改正後〕 ５９０円 等

    施行日：令和５年４月１日

７ 府費負担教職員定数条

例一部改正の件

市町村立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学級数の

増減並びに国の定数改善等に伴い、府費負担教職員の定数を

改定する。 

・小 学 校 〔改正前〕 １７，８０７人 

         〔改正後〕 １８，１３８人 

・中 学 校 〔改正前〕 １０，２６７人 

         〔改正後〕 １０，１５５人 

    施行日：令和５年４月１日 

８ 大阪府立近つ飛鳥風土

記の丘条例及び大阪府

立博物館条例一部改正

の件

 大阪府立近つ飛鳥風土記の丘、大阪府立弥生文化博物館及

び大阪府立近つ飛鳥博物館の指定管理者の指定又は指定管

理者が行う業務の実施状況の評価を行うときに意見を聴く

附属機関を、大阪府立博物館等指定管理者選定委員会又は大

阪府立博物館等指定管理者評価委員会とする。

施行日：令和５年４月１日
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第 号議案 

府立学校の職員の給与の過誤払金返還請求に関する訴えの提起の件 

堺市北区在住の濱岡朋工を相手方とする府立学校の職員の給与の過誤払金返還請求に関する訴えを提起する。 

令和５年 月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   
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第 号議案 

指定管理者の指定の件 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、大阪府立近つ飛鳥風土記の丘、大阪府立弥

生文化博物館及び大阪府立近つ飛鳥博物館の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和５年 月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   

 指 定 期 間  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 

指定する団体  住所 東京都目黒区東山一丁目５番４号ＫＤＸ中目黒ビル６階 

名称 ＡＫＮ共同事業体 
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第 号議案 

第２次大阪府教育振興基本計画を定める件 

大阪府教育行政基本条例（平成24年大阪府条例第88号）第３条の規定により、第２次大阪府教育振興基本計画を

別冊のとおり定める。 

令和５年 月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   
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児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
四
十
七
条

削
除

（
準
用
）

第
五
十
五
条
の
九

第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
四
節
（
第

十
二
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
並
び
に
第
五
十
二
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定

は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
の
禁
止
）

第
四
十
七
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
た
る
指

定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
障
害
児
に
対

し
法
第
四
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
、
又
は
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
障
害
児
の
福

祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
と
き
は
、
身
体
的
苦

痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
五
十
五
条
の
九

第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
四
節
（
第

十
二
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
、
第
四
十
七
条
並
び
に
第
五
十
二
条
第
二
項
を
除

く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
従
業
者
の
員
数
）

第
六
条

（
略
）

２
―
８

（
略
）

９

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭

的
保
育
事
業
所
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場

所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
、

又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る

児
童
と
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い

（
従
業
者
の
員
数
）

第
六
条

（
略
）

２
―
８

（
略
）



1-36 

る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に

支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従

事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保

育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

（
略
）

２
―
８

（
略
）

９

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家

庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発

達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ

せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に

限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条

（
略
）

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
四
十
一
条
の
二

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障

害
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
指
定
児
童
発
達
支

援
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所

の
設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、
障
害
児
等
に
対
す
る

事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
指
定
児
童
発

達
支
援
事
業
所
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お

け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業
者
の
研
修
及
び
訓
練

そ
の
他
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安
全

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
安
全
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、

安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研

修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
安
全
の

確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等

に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計

画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変

更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
四
十
一
条
の
三

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障

害
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
送
迎
を

目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の

座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た

前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の

他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
障
害

児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当

該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見

落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前

項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
障
害
児
の
降
車
の
際
に
限

第
七
条

（
略
）

２
―
８

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）
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る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
五
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
基
準
該
当

児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を

交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い

場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業

者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て

従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家

庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
医
療
型

児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を

交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い

場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業

者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て

従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
七
十
二
条
の
十
四

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま

で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第

四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
か
ら
第

三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第

三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
三
十
九
条
の
二
、

第
四
十
一
条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
四

十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第
五

十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十

三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
及
び
第
六
十
四
条
の
二

の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三

条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

二
条
の
十
三
」
と
、
第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
三
十
八

条
第
七
号
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」

と
あ
る
の
は
「
い
う
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
次

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
の
十
二
」
と
、
第
二

十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
七
十
二
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条

第
一
項
、
第
二
十
八
条
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二

号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪

問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
準
用
）

第
七
十
七
条

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二

十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第
四
項
及
び

第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条

ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条

ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
四
十
一

条
の
二
、
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
二
条
、

第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、

第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第

五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
の
二

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
五
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
準
用
）

第
七
十
二
条
の
十
四

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま

で
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第

四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
か
ら
第

三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第

三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
三
十
九
条
の
二
、

第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、

第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第

五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
及
び
第
六
十
四
条

の
二
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
十
二
条
の
十
三
」
と
、
第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
三

十
八
条
第
七
号
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
」
と
、
第
二
十
三
条

第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
の
十

二
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
及
び
第
五
十
五
条

第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の

は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
七
十
七
条

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二

十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
第
四
項
及
び

第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条

ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条

ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
四
十
二

条
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
八

条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
の

二
及
び
第
七
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
七
十
二
条
の
十
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（
大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条

大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

及
び
第
七
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
七
十
二
条
の
十
三

ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条

第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
十
三
」
と
、
第

十
七
条
中
「
い
う
。
第
三
十
八
条
第
七
号
及
び
第
五
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
」

と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
十
二
」

と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

十
二
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
十
八
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の

は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
、
第
四
十
四
条
第

一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
医
療
機
関

の
名
称
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」

と
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援

計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三

条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
十
三
」
と
、

第
十
七
条
中
「
い
う
。
第
三
十
八
条
第
七
号
及
び
第
五

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
」

と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
の
十
二
」

と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

十
二
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
十
八
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の

は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
、
第
四
十
四
条
第

一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
医
療
機
関

の
名
称
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」

と
、
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援

計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
四
十
五
条

削
除

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
の
禁
止
）

第
四
十
五
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
長
た

る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
障
害

児
に
対
し
法
第
四
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
、
又
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
障
害

児
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
と
き
は
、
身

体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

改
正
後

改
正
前

第
三
十
九
条

（
略
）

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
九
条
の
二

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、

障
害
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
福
祉

第
三
十
九
条

（
略
）
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（
大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条

大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
備
の
安
全
点
検
、
従
業
者
、

障
害
児
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含

め
た
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
で
の
生
活
そ
の

他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
従
業

者
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
指
定
福
祉
型
障
害
児
入

所
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

計
画
（
以
下
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、

当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
従
業
者
に
対

し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項

の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全

計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の

変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
三
十
九
条
の
三

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、

障
害
児
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動

そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行

す
る
と
き
は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点

呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。改

正
後

改
正
前

目
次第

一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
十
六
条
―

第
五
十
三
条
）

附
則

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
一
条
―
第
五
十
三
条

（
略
）

目
次第

一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
十
六
条
―

第
五
十
四
条
）

附
則

第
五
十
条

（
略
）

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
の
禁
止
）

第
五
十
一
条

園
長
は
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
園
児
の
福
祉
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与

え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

第
五
十
二
条
―
第
五
十
四
条

（
略
）
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め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
）

第
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ

ど
も
園
（
以
下
こ
の
章
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
附
則
第

七
項
ま
で
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
の
教
育
及
び
保
育
に

直
接
従
事
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
子
ど
も
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

認
定
こ
ど
も
園
は
、
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け

る
学
習
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の

た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
乗
車

及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を

確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど

も
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
こ
ど
も
園
は
、
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ

ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以

外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を

勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
子
ど
も
の
見
落
と
し
の

お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を

運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の

車
内
の
子
ど
も
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備

え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
子

ど
も
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
二
十
二
条
の
二

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
園
児
に

対
し
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他

当
該
園
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

第
三
十
二
条

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

（
略
）

（
略
）

備
考１

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園

の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条

の
十
八
第
一
項
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二

条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
登
録
（
以
下
備
考
１
に
お
い
て
「
登
録
」

と
い
う
。）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）、
教
頭
（
幼

（
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
）

第
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ

ど
も
園
（
以
下
こ
の
章
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
附
則
第

六
項
ま
で
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）

に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
の
教
育
及
び
保
育
に

直
接
従
事
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
子
ど
も
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
）

第
二
十
二
条

（
略
）

（
職
員
）

第
三
十
二
条

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

（
略
）

（
略
）

備
考１

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園

の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八

第
一
項
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

登
録
（
以
下
備
考
１
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。）
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稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登

録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
、
主
幹
保
育
教
諭
、

指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は

講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接

従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。

２
―
４

（
略
）

４
―
７

（
略
）

（
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
と

き
の
職
員
の
基
準
）

第
三
十
三
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運

営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
一
部
を
他
の
学
校
（
教
育
基

本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
社
会
福
祉
施
設
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会

福
祉
施
設
の
職
員
に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
行

う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
と
き

の
設
備
の
基
準
）

第
三
十
七
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運

営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
の
一
部
を
他
の
学
校
、
社
会
福

祉
施
設
等
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
、

遊
戯
室
又
は
便
所
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
場
合
で
あ

っ
て
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
園
児
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
感
染
症
又
は
非
常

災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
の

継
続
的
な
実
施
並
び
に
非
常
時
の
体
制
で
の
早
期
の

業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
に
対
し
、
業

務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な

研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
定
期
的
に
業
務
継

続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続

計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１
―
５

（
略
）

を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）、
教
頭
（
幼
稚
園
の
教

諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け

た
も
の
に
限
る
。）、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育

教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ

っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る

者
の
数
を
い
う
。

２
―
４

（
略
）

４
―
７

（
略
）

（
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
と

き
の
職
員
の
基
準
）

第
三
十
三
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運

営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
一
部
を
他
の
学
校
（
教
育
基

本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
社
会
福
祉
施
設
（
社
会
福
祉
法
第
六
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
の
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
と
き

の
設
備
の
基
準
）

第
三
十
七
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運

営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
の
一
部
を
他
の
学
校
、
社
会
福

祉
施
設
等
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便

所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
園
児
の
健
康
及
び
安
全
の
確
保
）

第
四
十
八
条

（
略
）

附

則

１
―
５

（
略
）
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（
大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

６

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤

務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看

護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
四
人
未

満
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関

す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か

つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ

る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附
則
第
五
項

（
略
）

（
略
）

附
則
第
六
項

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に

よ
り
認
定
こ

ど
も
園
に
置

か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
保

育
士
の
資
格

を
有
す
る
者

看
護
師
等

８
―
10

（
略
）

11

第
三
十
二
条
第
三
項
の
表
備
考
１
に
規
定
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
看
護
師
等
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未

満
の
園
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と

経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看

護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
第
三
十
二
条
第

三
項
の
表
備
考
１
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

12

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
看
護
師
等
は
補
助

者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ

く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

13

附
則
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
第
三

十
二
条
第
三
項
の
表
備
考
１
に
規
定
す
る
者
を
小
学

校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同

等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
又
は
看

護
師
等
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
小

学
校
教
諭
、
養
護
教
諭
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
看
護

師
等
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。

６

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附
則
第
五
項

（
略
）

（
略
）

７
―
９

（
略
）

10

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
二
条
第
三
項
の
表

備
考
１
に
規
定
す
る
者
を
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養

護
教
諭
又
は
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び

経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭

並
び
に
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
と
認
め
る
者
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
の
三
分
の
一

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
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第
八
条

大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
十
三
条

削
除

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
の
禁
止
）

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
入
所
し
て
い
る
児

童
に
対
し
法
第
四
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
又
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
児
童

の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体

的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

改
正
後

改
正
前

（
非
常
災
害
対
策
）

第
七
条

児
童
福
祉
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
次
条
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
非
常
災
害
に
備
え
、
消
火
器

等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
の
災
害
対
策
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
災
害
対
策
に
関
す
る
具

体
的
な
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意

を
払
い
、
及
び
訓
練
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
七
条
の
三

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
児
童
遊
園

及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児
童
の
安
全
の
確

保
を
図
る
た
め
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
の
安
全

点
検
、
職
員
、
児
童
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、

取
組
等
を
含
め
た
児
童
福
祉
施
設
で
の
生
活
そ
の
他

の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の

研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
安

全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
安
全
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の

安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組

の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

第
七
条

児
童
福
祉
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
次
条
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と

い
う
。）
を
除
く
。
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
非
常
災
害
に
備
え
、
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非

常
口
そ
の
他
の
災
害
対
策
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る

と
と
も
に
、
災
害
対
策
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作

成
し
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
を
払
い
、
及
び
訓

練
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）
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（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
七
条
の
四

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
施
設
外
で
の

活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
児
童
の
移
動

の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
児
童
の
乗
車

及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
児
童
の
所
在
を
確

実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
児
童
の

所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の

送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と

並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え

ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も

の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度

に
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
除
く
。）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、

当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見

落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前

項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
児
童
の
降
車
の
際
に
限

る
。）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
場
合
の
設

備
及
び
職
員
の
基
準
）

第
十
条

児
童
福
祉
施
設
と
他
の
社
会
福
祉
施
設
（
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
を
併
せ
て
設
置
す
る
場
合
は
、
必
要
に

応
じ
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部

は
、
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職

員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
入
所
し
て
い
る
者
の
居
室
及
び
各

施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保

護
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。
た
だ
し
、
保
育
所
の
設
備
及
び
職
員
に
つ
い
て
は
、

そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
は
、
感
染
症
又
は
非
常
災
害

の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供

の
継
続
的
な
実
施
及
び
非
常
時
の
体
制
で
の
早
期
の

業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に

従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画

に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見

直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
四
条

（
略
）

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
場
合
の
設

備
及
び
職
員
の
基
準
）

第
十
条

児
童
福
祉
施
設
と
他
の
社
会
福
祉
施
設
（
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
施
設
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
を
併
せ
て
設
置
す
る
場
合
は
、
必
要
に

応
じ
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部

は
、
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職

員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
入
所
し
て
い

る
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入

所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条

削
除

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
四
条

（
略
）

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
三
条
、
第

五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
安
全
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い

よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期

的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
―
６

（
略
）

（
職
員
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２
―
10

（
略
）

11

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所

若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年

厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定

す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
八
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型

認
定
子
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
福
祉
型
児

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を

交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い

場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
職
員

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従

事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
）

第
八
十
八
条

（
略
）

２

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若

し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
医

療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
通
所
し
て
い
る
障

害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障

が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併

せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１
―
７

（
略
）

８

第
四
十
七
条
第
二
項
の
保
育
士
の
数
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護

師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）

を
、
一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所

に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す

る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保

育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ

る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
―
20

（
略
）

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い

よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
―
６

（
略
）

（
職
員
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２
―
10

（
略
）

（
職
員
）

第
八
十
八
条

（
略
）

附

則

１
―
７

（
略
）

８

乳
児
四
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
係
る
第

四
十
七
条
第
二
項
の
保
育
士
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又

は
准
看
護
師
を
、
一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

９
―
20

（
略
）
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る
改
正
後
の
大
阪
府
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
通
所
支
援
の
事
業

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
新
指
定
通
所
支
援
条

例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
の
二
（
新
指
定
通
所
支
援
条
例
第
五
十
五
条
の
五
、
第
五
十
五

条
の
九
、
第
六
十
五
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
二
条
の
二
、
第
七
十
二
条
の
六
、
第
七
十

二
条
の
十
四
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
大
阪
府
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
新
指
定
入
所
施
設
条
例
」
と

い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
二
（
新
指
定
入
所
施
設
条
例
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
新
設
備
運
営
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
（
保

育
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け

れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、「
周
知
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
周
知
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
に
係
る
経
過
措
置
）

３

新
指
定
通
所
支
援
条
例
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
（
新
指
定
通
所
支
援
条
例
第
五
十
五
条

の
五
、
第
五
十
五
条
の
九
、
第
六
十
五
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
二
条
の
二
及
び
第
七
十

二
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
児
童
発

達
支
援
事
業
者
に
お
い
て
障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
に
同
項
に
規
定
す
る
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落

と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
こ
と

及
び
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者

は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
障
害
児
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
並
び

に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
、
「
障
害
児
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
府
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
並
び
に
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
新
設
備
運
営
条
例
第
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
三
項
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
、「
障
害
児
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
」

と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
新
設
備
運
営
条
例
第
七
条
の
四
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。



1-47 

大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
二
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校

九
、
三
五
五
人

三

特
別
支
援
学
校

五
、
四
三
〇
人

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
伯
太
高
等
学
校

和
泉
市
伯
太
町
二
丁
目

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
学
校

九
、
六
九
九
人

三

特
別
支
援
学
校

五
、
五
一
三
人

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
伯
太
高
等
学
校

和
泉
市
伯
太
町
一
丁
目

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
水
都
国
際
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
成
城
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
水
都
国
際
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
南
高
等
学
校

大
阪
市
北
区
松
ヶ
枝
町

大
阪
府
立
西
高
等
学
校

大
阪
市
北
区
松
ヶ
枝
町

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
成
城
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
扇
町
総
合
高
等
学
校

大
阪
市
北
区
松
ヶ
枝
町

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）



1-48 

第
四
条

大
阪
府
立
学
校
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規

定
は
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
阪
府
立
中
央
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

大
阪
府
立
中
央
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
都
島
第
二
工
業

高
等
学
校

大
阪
市
都
島
区
善
源
寺
町

一
丁
目

大
阪
府
立
第
二
工
芸
高
等

学
校

大
阪
市
阿
倍
野
区
文
の
里

一
丁
目

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
東
住
吉
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
花
園
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
堺
上
高
等
学
校

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
東
住
吉
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
平
野
高
等
学
校

大
阪
市
平
野
区
長
吉
川

辺
四
丁
目

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
花
園
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
か
わ
ち
野
高
等
学
校

東
大
阪
市
新
庄
四
丁
目

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
堺
上
高
等
学
校

（
略
）

大
阪
府
立
美
原
高
等
学
校

堺
市
美
原
区
平
尾

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）



1-49 

大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
臨
海
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
立
臨
海
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
十
一
条
関
係
）

一
―
四

（
略
）

五

（
略
）

区

分

単

位

金

額

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ
に
利
用
す
る
場
合

そ
の
他
の
場

合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

レ
コ
ー
ド
プ

レ
ー
ヤ
ー

（
略
）

（
略
）

（
略
）

照
明
設
備

一
時
間

二
、
六
〇
〇

二
、
六
〇
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

補
助
椅
子

（
略
）

（
略
）

（
略
）

持
込
電
気
器

具
用
電
源

一
キ
ロ
ワ
ッ

ト
一
時
間

一
三
〇

一
三
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

別
表
（
第
十
一
条
関
係
）

一
―
四

（
略
）

五

（
略
）

区

分

単

位

金

額

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー

ツ
に
利
用
す
る
場
合

そ
の
他
の
場

合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

レ
コ
ー
ド
プ

レ
ー
ヤ
ー

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

補
助
椅
子

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）



1-50 

大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
立
少
年
自
然
の
家
条
例
（
昭
和
六
十
年
大
阪
府
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
利
用
料
金
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
に

掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用

料
金
の
額
に
つ
い
て
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
額
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

４

委
員
会
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

区

分

単

位

金

額

利
用
す
る
も

の
の
構
成
員

利

用

形

態

児
童
、
生
徒
等

宿
泊

宿

泊

棟

一
人
一

泊

円

五
九
〇

（
略
）

テ

ン

ト

四
七
〇

日

帰

り

一
人
一

日

一
九
〇

そ
の
他
の
者

宿
泊

宿

泊

棟

一
人
一

泊

一
、
三

〇
〇

テ

ン

ト

九
二
〇

日

帰

り

一
人
一

日

三
五
〇

備
考

（
略
）

（
利
用
料
金
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
に

掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用

料
金
の
額
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
額
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

区

分

単

位

金

額

利
用
す
る
も

の
の
構
成
員

利

用

形

態

児
童
、
生
徒
等

宿
泊

宿

泊

棟

一
人
一

泊

円

五
四
〇

（
略
）

テ

ン

ト

四
二
〇

日

帰

り

一
人
一

日

一
七
〇

そ
の
他
の
者

宿
泊

宿

泊

棟

一
人
一

泊

一
、
二

〇
〇

テ

ン

ト

八
三
〇

日

帰

り

一
人
一

日

三
二
〇

備
考

（
略
）



1-51 

大
阪
府
条
例
第

号

府
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

府
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
府
費
負
担
教
職
員
の
定
数
）

第
二
条

（
略
）

一

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）

一
八
、
一
三
八
人

二

中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）

一
〇
、
一
五
五
人

三

（
略
）

（
府
費
負
担
教
職
員
の
定
数
）

第
二
条

（
略
）

一

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）

一
七
、
八
〇
七
人

二

中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）

一
〇
、
二
六
七
人

三

（
略
）



1-52 

大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
風
土
記
の
丘
条
例
及
び
大
阪
府
立
博
物
館
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

（
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
風
土
記
の
丘
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
風
土
記
の
丘
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
大
阪
府
立
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
阪
府
立
博
物
館
条
例
（
平
成
二
年
大
阪
府
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
七
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
阪
府
立
博
物
館
等
指

定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他

委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
業
務
の
実
施
状
況
等
の
評
価
）

第
九
条

委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
第
四
条
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
う
と
き

は
、
大
阪
府
立
博
物
館
等
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
七
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博

物
館
等
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場

合
そ
の
他
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
業
務
の
実
施
状
況
等
の
評
価
）

第
九
条

委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
第
四
条
の
業

務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
う
と
き

は
、
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
等
指
定
管
理
者
評
価

委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

改
正
後

改
正
前

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
五
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
大
阪
府
立
博
物
館
等
指

定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他

委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
五
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
指
定
管
理
者

選
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
委
員
会
が
特

別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

大
阪
府
立
弥
生

文
化
博
物
館
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会

二

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館

大
阪
府
立
近
つ

飛
鳥
博
物
館
等
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
阪
府
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

２

大
阪
府
附
属
機
関
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
業
務
の
実
施
状
況
等
の
評
価
）

第
七
条

委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
第
二
条
各
号

に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
う
と
き

は
、
大
阪
府
立
博
物
館
等
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
利
用
料
金
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
に

掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用

料
金
の
額
に
つ
い
て
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
額
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

４

委
員
会
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

（
指
定
管
理
者
の
業
務
の
実
施
状
況
等
の
評
価
）

第
七
条

委
員
会
は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
第
二
条
の
業

務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
う
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
別

の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

大
阪
府
立
弥
生

文
化
博
物
館
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会

二

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館

大
阪
府
立
近
つ

飛
鳥
博
物
館
等
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会

（
利
用
料
金
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
に

掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用

料
金
の
額
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
額
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

前
項
の
承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

執
行
機
関

公
の
施
設

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

教
育
委
員
会

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
近
つ
飛

鳥
風
土
記
の
丘
、

大
阪
府
立
弥
生
文

化
博
物
館
、
大
阪

府
立
近
つ
飛
鳥
博

物
館

大
阪
府
立
博
物
館

等

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

執
行
機
関

公
の
施
設

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

教
育
委
員
会

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
立
近
つ
飛

鳥
風
土
記
の
丘
、

大
阪
府
立
近
つ
飛

鳥
博
物
館

大
阪
府
立
近
つ
飛

鳥
博
物
館
等

大
阪
府
立
弥
生
文

化
博
物
館

大
阪
府
立
弥
生
文

化
博
物
館


